
議第４２号 

呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例の制定について 

呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

第１条 呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２８年呉市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

(3) 多機能型  生活介護の事業，自立訓

練（機能訓練）（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成１８年厚生労働省

令第１９号。以下「規則」という。）

第６条の６第１号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。）の

事業，自立訓練（生活訓練）（同条第

２号に規定する自立訓練（生活訓練）

をいう。以下同じ。）の事業，就労移

行支援の事業，就労継続支援Ａ型（規

則第６条の１０第１号に規定する就労

継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）の

事業及び就労継続支援Ｂ型（同条第２

号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業並びに児童発

達支援（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第６条の２の２第２項に

規定する児童発達支援をいう。）の事

業，医療型児童発達支援（同条第３項

に規定する医療型児童発達支援をい

う。）の事業，放課後等デイサービス

(3) 多機能型  生活介護の事業，自立訓

練（機能訓練）（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成１８年厚生労働省

令第１９号。以下「規則」という。）

第６条の６第１号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。）の

事業，自立訓練（生活訓練）（同条第

２号に規定する自立訓練（生活訓練）

をいう。以下同じ。）の事業，就労移

行支援の事業，就労継続支援Ａ型（規

則第６条の１０第１号に規定する就労

継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）の

事業及び就労継続支援Ｂ型（同条第２

号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業並びに児童発

達支援（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第６条の２の２第２項に

規定する児童発達支援をいう。）の事

業，放課後等デイサービス（同条第３

項に規定する放課後等デイサービスを

いう。）の事業，居宅訪問型児童発達



（同条第４項に規定する放課後等デイ

サービスをいう。）の事業，居宅訪問

型児童発達支援（同条第５項に規定す

る居宅訪問型児童発達支援をいう。）

の事業及び保育所等訪問支援（同条第

６項に規定する保育所等訪問支援をい

う。）の事業のうち２以上の事業を一

体的に行うこと（同法に規定する事業

のみを行う場合を除く。）をいう。 

支援（同条第４項に規定する居宅訪問

型児童発達支援をいう。）の事業及び

保育所等訪問支援（同条第５項に規定

する保育所等訪問支援をいう。）の事

業のうち２以上の事業を一体的に行う

こと（同法に規定する事業のみを行う

場合を除く。）をいう。 

２ 略 ２ 略 

（療養介護の取扱方針） （療養介護の取扱方針） 

第１６条 略 第１６条 略 

 ２ 療養介護事業者は，利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，利用者の意思決定の支援に配慮

するよう努めなければならない。 

２・３ 略 ３・４ 略 

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第１７条 略 第１７条 略 

２ 療養介護計画の作成に当たっては，適

切な方法により，利用者について，その

有する能力，その置かれている環境及び

日常生活全般の状況等の評価を通じて利

用者の希望する生活や課題等の把握（以

下この章において「アセスメント」とい

う。）を行い，利用者が自立した日常生

活を営むことができるように支援する上

での適切な支援内容の検討をしなければ

ならない。 

２ 療養介護計画の作成に当たっては，適

切な方法により，利用者について，その

有する能力，その置かれている環境及び

日常生活全般の状況等の評価を通じて利

用者の希望する生活や課題等の把握（以

下この章において「アセスメント」とい

う。）を行うとともに，利用者の自己決

定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつ

つ，利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるように支援する上での適切な

支援内容の検討をしなければならない。 

 ３ サービス管理責任者は，アセスメント

に当たっては，利用者が自ら意思を決定

することに困難を抱える場合には，適切

に意思決定の支援を行うため，当該利用

者の意思及び選好並びに判断能力等につ

いて丁寧に把握しなければならない。 

３・４ 略 ４・５ 略 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画

の作成に係る会議（利用者に対する療養

介護の提供に当たる担当者等を招集して

６ サービス管理責任者は，療養介護計画

の作成に係る会議（利用者及び当該利用

者に対する療養介護の提供に当たる担当



行う会議をいい，テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレビ電話装置

等」という。）を活用して行うものを含

む。）を開催し，前項に規定する療養介

護計画の原案の内容について意見を求め

るものとする。 

者等を招集して行う会議をいい，テレビ

電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用

して行うことができるものとする。）を

開催し，当該利用者の生活に対する意向

等を改めて確認するとともに，前項に規

定する療養介護計画の原案の内容につい

て意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定

する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し，文

書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定

する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し，文

書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画

を作成した際には，当該療養介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画

を作成した際には，当該療養介護計画を

利用者及び当該利用者又は障害児の保護

者に対して指定計画相談支援（法第５１

条の１７第２項に規定する指定計画相談

支援をいう。以下同じ。）又は指定障害

児相談支援（児童福祉法第２４条の２６

第２項に規定する指定障害児相談支援を

いう。）を行う者（以下これらを総称し

て「指定特定相談支援事業者等」とい

う。）に交付しなければならない。 

８・９ 略 ９・１０ 略 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第

８項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。 

１１ 第２項から第８項までの規定は，第

９項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第１８条 略 第１８条 略 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに

当たっては，利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で，利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には，適

切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業

所に置くべき職員及びその員数は，次の

とおりとする。 

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業

所に置くべき職員及びその員数は，次の

とおりとする。 



(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しく

は准看護師をいう。以下この章から第

５章までにおいて同じ。），理学療法

士又は作業療法士及び生活支援員 

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しく

は准看護師をいう。以下この章から第

５章までにおいて同じ。），理学療法

士，作業療法士又は言語聴覚士及び生

活支援員 

ア  看護職員，理学療法士又は作業療

法士及び生活支援員の総数は，生活

介護の単位ごとに，常勤換算方法

で，(ｱ) から(ｳ) までに掲げる利用

者の平均障害支援区分（市長が定め

るところにより算定した障害支援区

分の平均値をいう。以下同じ。）に

応じ，それぞれ(ｱ) から(ｳ) までに

掲げる数とする。 

ア  看護職員，理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士及び生活支援員の

総数は，生活介護の単位ごとに，常

勤換算方法で，(ｱ) から(ｳ) までに

掲げる利用者の平均障害支援区分

（市長が定めるところにより算定し

た障害支援区分の平均値をいう。以

下同じ。）に応じ，それぞれ (ｱ) か

ら(ｳ) までに掲げる数とする。 

(ｱ) ～(ｳ)  略 (ｱ) ～(ｳ)  略 

イ 略 イ 略 

ウ  理学療法士又は作業療法士の数

は，利用者に対して日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う場合は，生活介護の

単位ごとに，当該訓練を行うために

必要な数とする。 

ウ  理学療法士，作業療法士又は言語

聴覚士の数は，利用者に対して日常

生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う場合は，

生活介護の単位ごとに，当該訓練を

行うために必要な数とする。 

エ 略 エ 略 

(4)  略 (4)  略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療

法士を確保することが困難な場合には，

これらの者に代えて，日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

４ 第１項第３号の理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士を確保することが困難

な場合には，これらの者に代えて，日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 

５～８ 略 ５～８ 略 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を

行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「自立訓練（機能訓練）事業

所」という。）に置くべき職員及びその

第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を

行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「自立訓練（機能訓練）事業

所」という。）に置くべき職員及びその



員数は，次のとおりとする。 員数は，次のとおりとする。 

(1)  略 (1)  略 

(2) 看護職員，理学療法士又は作業療法

士及び生活支援員 次に掲げる基準 

(2) 看護職員，理学療法士，作業療法士

又は言語聴覚士及び生活支援員  次に

掲げる基準 

ア  看護職員，理学療法士又は作業療

法士及び生活支援員の総数は，自立

訓練（機能訓練）事業所ごとに，常

勤換算方法で，利用者の数を６で除

した数以上とする。 

ア  看護職員，理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士及び生活支援員の

総数は，自立訓練（機能訓練）事業

所ごとに，常勤換算方法で，利用者

の数を６で除した数以上とする。 

イ 略 イ 略 

ウ  理学療法士又は作業療法士の数

は，自立訓練（機能訓練）事業所ご

とに，１以上とする。 

ウ  理学療法士，作業療法士又は言語

聴覚士の数は，自立訓練（機能訓

練）事業所ごとに，１以上とする。 

エ 略 エ 略 

(3)  略 (3)  略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療

法士を確保することが困難な場合には，

これらの者に代えて，日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

４ 第１項第２号の理学療法士，作業療法

士又は言語聴覚士を確保することが困難

な場合には，これらの者に代えて，日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 

５～９ 略 ５～９ 略 

（地域生活への移行のための支援） （地域生活への移行のための支援） 

第５４条  自立訓練（機能訓練）事業者

は，利用者が地域において自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよ

う，第６３条第１項に規定する就労移行

支援事業者その他の障害福祉サービス事

業を行う者等と連携し，必要な調整を行

わなければならない。 

第５４条  自立訓練（機能訓練）事業者

は，利用者が地域において自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよ

う，第６１条の２に規定する就労移行支

援事業者その他の障害福祉サービス事業

を行う者等と連携し，必要な調整を行わ

なければならない。 

２ 略 ２ 略 

（準用） （準用） 

第５５条 第８条，第９条，第１３から第

１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条から第３８条まで，第４０条，第

４１条及び第４４条の２から第４９条ま

第５５条 第８条，第９条，第１３から第

１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条から第３８条まで，第４０条，第

４１条及び第４４条の２から第４９条ま



での規定は，自立訓練（機能訓練）の事

業について準用する。この場合におい

て，第９条第２項第１号中「第１７条第

１項」とあるのは「第５５条において準

用する第１７条第１項」と，「療養介護

計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と，同項第２号中「第２８条

第２項」とあるのは「第５５条において

準用する第２８条第２項」と，同項第３

号中「第３０条第２項」とあるのは「第

５５条において準用する第３０条第２

項」と，同項第４号中「第３２条第２

項」とあるのは「第５５条において準用

する第３２条第２項」と，第１６条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第５５

条において準用する次条第１項」と，第

１７条中「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」

と，第１８条中「前条」とあるのは「第

５５条において準用する前条」と読み替

えるものとする。 

での規定は，自立訓練（機能訓練）の事

業について準用する。この場合におい

て，第９条第２項第１号中「第１７条第

１項」とあるのは「第５５条において準

用する第１７条第１項」と，「療養介護

計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と，同項第２号中「第２８条

第２項」とあるのは「第５５条において

準用する第２８条第２項」と，同項第３

号中「第３０条第２項」とあるのは「第

５５条において準用する第３０条第２

項」と，同項第４号中「第３２条第２

項」とあるのは「第５５条において準用

する第３２条第２項」と，第１６条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第５５

条において準用する次条第１項」と，第

１７条中「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条

第９項中「６月」とあるのは「３月」

と，第１８条中「前条」とあるのは「第

５５条において準用する前条」と読み替

えるものとする。 

（準用） （準用） 

第６０条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条から第３６条まで，第４０条，第

４１条，第４４条の２から第４９条ま

で，第５３条及び第５４条の規定は，自

立訓練（生活訓練）の事業について準用

する。この場合において，第９条第２項

第１号中「第１７条第１項」とあるのは

「第６０条において準用する第１７条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（生活訓練）計画」と，同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは

「第６０条において準用する第２８条第

２項」と，同項第３号中「第３０条第２

項」とあるのは「第６０条において準用

する第３０条第２項」と，同項第４号中

第６０条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条から第３６条まで，第４０条，第

４１条，第４４条の２から第４９条ま

で，第５３条及び第５４条の規定は，自

立訓練（生活訓練）の事業について準用

する。この場合において，第９条第２項

第１号中「第１７条第１項」とあるのは

「第６０条において準用する第１７条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（生活訓練）計画」と，同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは

「第６０条において準用する第２８条第

２項」と，同項第３号中「第３０条第２

項」とあるのは「第６０条において準用

する第３０条第２項」と，同項第４号中



「第３２条第２項」とあるのは「第６０

条において準用する第３２条第２項」

と，第１６条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第６０条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第８項中「６月」とある

のは「３月」と，第１８条中「前条」と

あるのは「第６０条において準用する前

条」と，第４０条第２項中「６人以上」

とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立

訓練（生活訓練）については６人以上，

宿泊型自立訓練については１０人以上」

と読み替えるものとする。 

「第３２条第２項」とあるのは「第６０

条において準用する第３２条第２項」

と，第１６条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第６０条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第９項中「６月」とある

のは「３月」と，第１８条中「前条」と

あるのは「第６０条において準用する前

条」と，第４０条第２項中「６人以上」

とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立

訓練（生活訓練）については６人以上，

宿泊型自立訓練については１０人以上」

と読み替えるものとする。 

（基本方針） （基本方針） 

第６１条 略  第６１条 略  

 （規模） 

 第６１条の２ 就労移行支援の事業を行う

者（以下「就労移行支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「就労移行支援事業所」という。）は，

１０人以上の人員を利用させることがで

きる規模を有するものでなければならな

い。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第６３条  就労移行支援の事業を行う者

（ 以 下 「 就 労 移 行 支 援 事 業 者 」 と い

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「就労移行支援事業所」という。）に置

くべき職員及びその員数は，次のとおり

とする。 

第６３条 就労移行支援事業所に置くべき

職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(1) ～(4)  略 (1) ～(4)  略 

２～６ 略 ２～６ 略 

（準用） （準用） 

第６９条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条から第３８条まで，第４０条，第

４１条，第４３条，第４４条，第４５条

から第４９条まで及び第５３条の規定

第６９条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条から第３６条まで，第３８条，第

４０条，第４１条，第４３条，第４４

条，第４５条から第４９条まで及び第５



は，就労移行支援の事業について準用す

る。この場合において，第９条第２項第

１号中「第１７条第１項」とあるのは

「第６９条において準用する第１７条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労移行支援計画」と，同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第６９

条において準用する第２８条第２項」

と，同項第３号中「第３０条第２項」と

あるのは「第６９条において準用する第

３０条第２項」と，同項第４号中「第３

２条第２項」とあるのは「第６９条にお

いて準用する第３２条第２項」と，第１

６条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第６９条において準用する次条第１

項」と，第１７条中「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」

と，第１８条中「前条」とあるのは「第

６９条において準用する前条」と，第３

７条ただし書及び第４０条第１項中「生

活介護事業所」とあるのは「就労移行支

援事業所（認定就労移行支援事業所を除

く。）」と読み替えるものとする。 

３条の規定は，就労移行支援の事業につ

いて準用する。この場合において，第９

条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第６９条において準用する第

１７条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは

「第６９条において準用する第２８条第

２項」と，同項第３号中「第３０条第２

項」とあるのは「第６９条において準用

する第３０条第２項」と，同項第４号中

「第３２条第２項」とあるのは「第６９

条において準用する第３２条第２項」

と，第１６条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第６９条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」

と，同条第９項中「６月」とあるのは

「３月」と，第１８条中「前条」とある

のは「第６９条において準用する前条」

と，第４０条第１項中「生活介護事業

所」とあるのは「就労移行支援事業所

（認定就労移行支援事業所を除く。）」

と読み替えるものとする 

（規模に関する特例） （規模に関する特例） 

第８８条 多機能型による生活介護事業所

（以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。），自立訓練（機能訓練）事業所

（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）

事業所」という。），自立訓練（生活訓

練）事業所（以下「多機能型自立訓練

（生活訓練）事業所」という。），就労

移行支援事業所（以下「多機能型就労移

行支援事業所」という。），就労継続支

援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続

支援Ａ型事業所」という。）及び就労継

続支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労

継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下

「多機能型事業所」と総称する。）は，

一体的に事業を行う多機能型事業所の利

第８８条 多機能型による生活介護事業所

（以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。），自立訓練（機能訓練）事業所

（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）

事業所」という。），自立訓練（生活訓

練）事業所（以下「多機能型自立訓練

（生活訓練）事業所」という。），就労

移行支援事業所（以下「多機能型就労移

行支援事業所」という。），就労継続支

援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続

支援Ａ型事業所」という。）及び就労継

続支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労

継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下

「多機能型事業所」と総称する。）は，

一体的に事業を行う多機能型事業所の利



用定員（多機能型による指定児童発達支

援（児童福祉法に基づく指定通所支援の

事業等の人員，設備及び運営に関する基

準（平成２４年厚生労働省令第１５号。

以下「指定通所支援基準」という。）第

４条に規定する指定児童発達支援をい

う。）の事業，指定医療型児童発達支援

（指定通所支援基準第５５条に規定する

指定医療型児童発達支援をいう。）の事

業又は指定放課後等デイサービス（指定

通所支援基準第６５条に規定する指定放

課後等デイサービスをいう。）の事業

（以下「多機能型児童発達支援事業等」

という。）を一体的に行う場合にあって

は，当該事業を行う事業所の利用定員を

含むものとし，宿泊型自立訓練の利用定

員を除く。）の合計が２０人以上である

場合は，当該多機能型事業所の利用定員

を，次の各号に掲げる多機能型事業所の

区分に応じ，当該各号に掲げる人数とす

ることができる。 

用定員（多機能型による指定児童発達支

援（児童福祉法に基づく指定通所支援の

事業等の人員，設備及び運営に関する基

準（平成２４年厚生労働省令第１５号。

以下「指定通所支援基準」という。）第

４条に規定する指定児童発達支援をい

う。）の事業又は指定放課後等デイサー

ビス（指定通所支援基準第６５条に規定

す る 指 定 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を い

う。）の事業（以下「多機能型児童発達

支援事業等」という。）を一体的に行う

場合にあっては，当該事業を行う事業所

の利用定員を含むものとし，宿泊型自立

訓練の利用定員を除く。）の合計が２０

人以上である場合は，当該多機能型事業

所の利用定員を，次の各号に掲げる多機

能型事業所の区分に応じ，当該各号に掲

げる人数とすることができる。 

(1) ～(3)  略 (1) ～(3)  略 

２～４ 略 ２～４ 略 

第２条 呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章～第５章 略 第１章～第５章 略 

 第５章の２ 就労選択支援（第６０条の２

―第６０条の８） 

第６章～第１０章 略 第６章～第１０章 略 

付則 付則 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） （障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条  障害福祉サービス事業を行う者

（以下「障害福祉サービス事業者」とい

う。）（次章から第８章までに掲げる事

業を行う者に限る。）は，利用者の意

第３条  障害福祉サービス事業を行う者

（以下「障害福祉サービス事業者」とい

う。）（次章から第５章まで及び第６章

から第８章までに掲げる事業を行う者に



向，適性，障害の特性その他の事情を踏

まえた計画（以下「個別支援計画」とい

う。）を作成し，これに基づき利用者に

対して障害福祉サービスを提供するとと

もに，その効果について継続的な評価を

実施することその他の措置を講ずること

により利用者に対して適切に，かつ，効

果的に障害福祉サービスを提供しなけれ

ばならない。 

限る。）は，利用者の意向，適性，障害

の特性その他の事情を踏まえた計画（以

下「個別支援計画」という。）を作成

し，これに基づき利用者に対して障害福

祉サービスを提供するとともに，その効

果について継続的な評価を実施すること

その他の措置を講ずることにより利用者

に対して適切に，かつ，効果的に障害福

祉サービスを提供しなければならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 （準用）  （準用） 

第６０条 略 第６０条 略 

 第５章の２ 就労選択支援 

 （基本方針） 

 第６０条の２ 就労選択支援の事業は，利

用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう，規則第６条の７

の２に規定する者につき，短期間の生産

活動その他の活動の機会の提供を通じ

て，就労に関する適性，知識及び能力の

評価並びに規則第６条の７の３に規定す

る事項の整理を行い，又はこれに併せ

て，当該評価及び当該整理の結果に基づ

き，規則第６条の７の４に規定する便宜

を適切かつ効果的に供与するものでなけ

ればならない。 

 （規模） 

 第６０条の３ 就労選択支援の事業を行う

者（以下「就労選択支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「就労選択支援事業所」という。）は，

１０人以上の人員を利用させることがで

きる規模を有するものでなければならな

い。 

 （職員の配置の基準） 

 第６０条の４ 就労選択支援事業所に置く

べき職員及びその員数は，次のとおりと

する。 

 (1) 管理者 １ 

 (2) 就労選択支援員（就労選択支援の提



供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るものをいう。以下同じ。） 就労選択

支援事業所ごとに，常勤換算方法で，利

用者の数を１５で除した数以上 

 ２ 前項第２号の利用者の数は，前年度の

平均値とする。ただし，新規に事業を開

始する場合は，推定数による。 

 ３ 第１項第１号の管理者は，専らその職

務に従事する者でなければならない。た

だし，就労選択支援事業所の管理上支障

がない場合は，当該就労選択支援事業所

の他の業務に従事し，又は当該就労選択

支援事業所以外の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

 ４ 第１項第２号の就労選択支援員は，専

ら当該就労選択支援事業所の職務に従事

する者でなければならない。ただし，利

用者の支援に支障がない場合はこの限り

でない。 

 （実施主体） 

 第６０条の５ 就労選択支援事業者は，就

労移行支援又は就労継続支援に係る指定

障害福祉サービス事業者であって，過去

３年以内に当該事業者の事業所の３人以

上の利用者が新たに通常の事業所に雇用

されたものその他のこれらと同等の障害

者に対する就労支援の経験及び実績を有

する事業者でなければならない。 

 （評価及び整理の実施） 

 第６０条の６ 就労選択支援事業者は，短

期間の生産活動その他の活動の機会を通

じて，就労に関する適性，知識及び能力

の評価並びに規則第６条の７の３に規定

する事項の整理（以下この節において

「アセスメント」という。）を行うもの

とする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他

の機関がアセスメントと同様の評価及び

整理を実施した場合には，就労選択支援

事業者は，当該同様の評価及び整理をも



って，アセスメントの実施に代えること

ができる。この場合において，就労選択

支援事業者は，次項の規定による会議の

開催，アセスメントの結果の作成又は指

定障害福祉サービス事業者その他の関係

機関との連絡調整に当たり，当該障害者

就業・生活支援センターその他の機関に

対し，当該会議への参加その他の必要な

協力を求めることができる。 

 ３ 就労選択支援事業者は，アセスメント

の結果の作成に当たり，利用者及び市町

村，指定特定相談支援事業者等，公共職

業安定所その他の関係機関の担当者等を

招集して会議（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を

開催し，当該利用者の就労に関する意向

を改めて確認するとともに，当該担当者

等に意見を求めるものとする。 

 ４ 就労選択支援事業者は，アセスメント

の結果を作成した際には，当該結果に係

る情報を利用者及び指定特定相談支援事

業者等に提供しなければならない。 

 （関係機関との連絡調整等の実施） 

 第６０条の７ 就労選択支援事業者は，ア

セスメントの結果を踏まえ，必要に応じ

て公共職業安定所，障害者就業・生活支

援センターその他の関係機関との連絡調

整を行わなければならない。 

 ２ 就労選択支援事業者は，法第８９条の

３第１項に規定する協議会への定期的な

参加，公共職業安定所への訪問等によ

り，地域における就労支援に係る社会資

源，雇用に関する事例等に関する情報の

収集に努めるとともに，利用者に対して

進路選択に資する情報を提供するよう努

めなければならない。 

 （準用） 

 第６０条の８ 第８条，第９条（第２項第

１号を除く。），第１３条から第１６条

まで，第１９条，第２４条から第２６条



まで，第２８条から第３２条の２まで，

第３４条から第３６条まで，第３８条，

第４１条，第４３条，第４４条及び第４

５条から第４９条までの規定は，就労選

択支援の事業について準用する。この場

合において，第９条第２項第２号中「第

２８条第２項」とあるのは「第６０条の

８において準用する第２８条第２項」

と，同項第３号中「第３０条第２項」と

あるのは「第６０条の８において準用す

る第３０条第２項」と，同項第４号中

「第３２条第２項」とあるのは「第６０

条の８において準用する第３２条第２

項」と，第１６条第１項中「次条第１項

に規定する療養介護計画に基づき，利用

者の心身の状況等に応じて」とあるのは

「利用者の心身の状況等に応じて」と読

み替えるものとする。 

 （就職状況の報告）  （就職状況の報告） 

第６８条 略 第６８条 略 

 （就労選択支援に関する情報提供） 

 第６８条の２ 就労移行支援事業者は，利

用者に対し，指定計画相談支援を行う者

と連携し，定期的に就労選択支援に関す

る情報提供を行うものとする。 

（準用） （準用） 

第８４条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条，第４１条，第４５条から第４９

条まで及び第５３条の規定は，就労継続

支援Ａ型の事業について準用する。この

場合において，第９条第２項第１号中

「第１７条第１項」とあるのは「第８４

条において準用する第１７条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第８４

条において準用する第２８条第２項」

と，同項第３号中「第３０条第２項」と

第８４条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条，第４１条，第４５条から第４９

条まで，第５３条及び第６８条の２の規

定は，就労継続支援Ａ型の事業について

準用する。この場合において，第９条第

２項第１号中「第１７条第１項」とある

のは「第８４条において準用する第１７

条第１項」と，「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは

「第８４条において準用する第２８条第

２項」と，同項第３号中「第３０条第２



あるのは「第８４条において準用する第

３０条第２項」と，同項第４号中「第３

２条第２項」とあるのは「第８４条にお

いて準用する第３２条第２項」と，第１

６条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第８４条において準用する次条第１

項」と，第１７条中「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，

第１８条中「前条」とあるのは「第８４

条において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

項」とあるのは「第８４条において準用

する第３０条第２項」と，同項第４号中

「第３２条第２項」とあるのは「第８４

条において準用する第３２条第２項」

と，第１６条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第８４条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計

画」と，第１８条中「前条」とあるのは

「第８４条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第８７条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条，第３６条，第３７条，第４１

条，第４３条，第４５条から第４９条ま

で，第５３条，第７１条，第７３条から

第７５条まで及び第８０条から第８２条

までの規定は，就労継続支援Ｂ型の事業

について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第８７条において準用

する第１７条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と，同項第２号中「第２８条第２

項」とあるのは「第８７条において準用

する第２８条第２項」と，同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第８７

条において準用する第３０条第２項」

と，同項第４号中「第３２条第２項」と

あるのは「第８７条において準用する第

３２条第２項」と，第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第８７条に

おいて準用する次条第１項」と，第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と，第１８条中「前

条」とあるのは「第８７条において準用

する前条」と，第８０条第１項中「第８

４条」とあるのは「第８７条」と，「就

第８７条 第８条，第９条，第１３条から

第１９条まで，第２４条から第２６条ま

で，第２８条から第３２条の２まで，第

３４条，第３６条，第３７条，第４１

条，第４３条，第４５条から第４９条ま

で，第５３条，第６８条の２，第７１

条，第７３条から第７５条まで及び第８

０条から第８２条までの規定は，就労継

続支援Ｂ型の事業について準用する。こ

の場合において，第９条第２項第１号中

「第１７条第１項」とあるのは「第８７

条において準用する第１７条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第８７

条において準用する第２８条第２項」

と，同項第３号中「第３０条第２項」と

あるのは「第８７条において準用する第

３０条第２項」と，同項第４号中「第３

２条第２項」とあるのは「第８７条にお

いて準用する第３２条第２項」と，第１

６条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第８７条において準用する次条第１

項」と，第１７条中「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第１８条中「前条」とあるのは「第８７

条において準用する前条」と，第８０条

第１項中「第８４条」とあるのは「第８



労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものと

する。 

７条」と，「就労継続支援Ａ型計画」と

あるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読

み替えるものとする。 

  付 則   付 則 

（規模に関する経過措置等） （規模に関する経過措置等） 

第３条 略 第３条 略 

２ 法第５条第２５項に規定する地域活動

支援センター又は小規模作業所（障害者

基本法（昭和４５年法律第８４号）第２

条第１号に規定する障害者の地域社会に

おける作業活動の場として同法第１８条

第３項の規定により必要な費用の助成を

受けている施設をいう。）のうち平成２

０年４月１日から平成２４年３月３１日

までの間に障害福祉サービス事業を開始

したものにおける第３７条（第５５条，

第６９条及び第８７条において準用する

場合を含む。）及び第５７条第１項並び

に第８８条第４項の適用については，

「離島その他の地域であって市長が定め

るもののうち，将来的にも利用者の確保

の見込みがないとして市長が認める地

域」とあるのは，「将来的にも利用者の

確保の見込みがないとして市長が認める

地域」とする。 

２ 法第５条第２８項に規定する地域活動

支援センター又は小規模作業所（障害者

基本法（昭和４５年法律第８４号）第２

条第１号に規定する障害者の地域社会に

おける作業活動の場として同法第１８条

第３項の規定により必要な費用の助成を

受けている施設をいう。）のうち平成２

０年４月１日から平成２４年３月３１日

までの間に障害福祉サービス事業を開始

したものにおける第３７条（第５５条，

第６９条及び第８７条において準用する

場合を含む。）及び第５７条第１項並び

に第８８条第４項の適用については，

「離島その他の地域であって市長が定め

るもののうち，将来的にも利用者の確保

の見込みがないとして市長が認める地

域」とあるのは，「将来的にも利用者の

確保の見込みがないとして市長が認める

地域」とする。 

   付 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行す

る。 

 

 

 

（提案理由） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉

サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定の整備を

するため，この条例案を提出する。 

 


